
【家庭版】台風の接近等に伴う基本的な対応について（前日～登校前） 

 

１ 前日に「臨時休業」を決定する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前日に「臨時休業」としなかった場合の判断基準の基本（当日の午前６時００分の時点で判断） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「レベル５特別警報」「レベル４危険警報」が発令されていない場合は通常通りの登校となります。 

※ 上記のフロートは原則であり、保護者の判断で登校を見合わせたり、遅らせたりしても構いませ

ん。安全確保のために自宅待機をしたり、登校を遅らせたりした場合には「欠席」や「遅刻」の扱いと

はなりません。その際には、学校にご連絡ください。 

 

 

 

前日の１４時３０分頃までに 

三鷹市のホームページ及び学校ホームページ、 

保護者連絡帳（アプリ）に「臨時休業」が掲載されている。 

はい いいえ 

臨時休業 

※小学校の朝開放は実施しない。 
通常通りの登校 

当日の朝６時００分の時点で気象庁発表の「三鷹市」の気象情報で、 

暴風特別警報 

「レベル５（河川氾濫・大雨・土砂災害）特別警報」 

「レベル４（河川氾濫・大雨・土砂災害）危険警報」 

いずれかが発表されている。 

はい いいえ 

臨時休業 

通常通りの登校 
 

※朝のクラブ、部活動は中止する。 

「暴風警報」が発表されている 

自宅待機 
警報が解除されたら登校 

※小学校の朝開放は実施しない。 

はい いいえ 


